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平成 ２ ９ 年度予算編成における基本的な考え方

　 平成 ２ ９ 年度当初予算の編成に臨むにあた り、 市政に対する私の思いを こ こでお伝えい

た し ます。

　 我が国の人口は、 急速な減少が予測されてお り、 本市も例外ではあ り ません。 経験則が

通用し ない人口減少社会では、 地域経営においても様々な変革が求められ、 その要請に的

確に応える こ とができなければ、 際限のない負の連鎖の進行が考えられる と こ ろです。

　 こ う し た厳しい現実を共通認識と し た上で、 組織の垣根を越え、 全庁一丸と なって本市

の将来都市像 「人が元気 　 まち も元気 　 自慢し た く なるふる さ と 　 龍ケ崎」 の実現に向

かって、 歩みを強めていかなければな り ません。

 平成 ２ ７ 年度の決算は、 歳入では、 消費税率改正分の平年化によ り地方消費税交付金が

大き く 伸びたこ と、 歳出では、 子ど も子育て支援制度への移行によ り扶助費が増と なった

ものの公債費が減と な り、 一般会計では財政調整基金に新たに ２ 億円を積み立てた う えで、

実質収支が約 １ ３ 億円と なったほか、 すべての会計でも黒字を維持し、 市債及び債務負担

行為の残高も引き続き減少するなど、 比較的良好な決算と な り ま した。

　 しかし、 評価替えによる固定資産税の減収等によ り市税が １ ０ ０ 億円を割り減収に転じ、

経常収支比率等の財政指標も県内他市町村と比較し て低水準の状態が続いてお り、 今後予

定されている大型事業を考慮する と、 楽観できる状況ではな く 、 限り ある財源を有効に活

用し、 効果的な事業を展開できるよ う、 職員の皆さんには知恵を絞っていただきたいと切

に願う と こ ろです。

　 さ て、 平成 ２ ９ 年度は、 本市のまちづ く りの最上位計画である 「ふる さ と龍ケ崎戦略プ

ラン」 の第２次プランが始動する年であ り ます。 これまで 「中学３ 年生までの医療費助成

の拡大」 「給食費負担金の第３ 子無料化」 「学童保育の小学６年生までの完全受入れ」 な

ど さ まざまな取組を実現し てきま し たが、 それらの成果を評価し、 新たな施策を展開する

年であ り ます。

　 「人が元気 　 まち も元気 　 自慢し た く なるふる さ と 　 龍ケ崎」 を、 引き続き目指し てい

く まちの姿に掲げ、 「子育て環境日本一」 「市民活動日本一」 「防災 ・減災日本一」 「ス

ポーツ健幸日本一」 の ４つの重点目標と具体的な取組を通し て、 「いつまでも住み続けた
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い」 「いつかは住んでみたい」 と感じ ても らえるよ う な持続可能な地域づ く り を推進し て

いきたいと考えてお り ます。

　 龍ケ崎市の認知度向上、 定住促進の柱である 「常磐線佐貫駅駅名改称」 、 「道の駅」 整

備事業、 佐貫３号線整備事業につきま し ては、 佐貫駅周辺地域のにぎわいづ く り と し て引

き続き推進し ていきます。

　 あわせて、 佐貫市街地、 龍ケ崎市街地、 北竜台市街地、 龍ヶ岡市街地の ４つの住宅系市

街地とつ く ばの里工業団地の工業系市街地で構成される分散型の都市構造とい う本市の特

徴をふまえて、 それぞれの市街地の日常生活に不可欠な商業 ・ サービス機能の充実と、 各

市街地間のネッ トワークの向上を図り、 多極ネッ トワーク型のまちづ く り を目指し ていき

ます。

　 また、 最近の局地的な集中豪雨による浸水被害等、 自然災害に対する不安が高まってお

り、 本市でも ３ ０ ヶ所の土砂災害警戒区域をかかえてお り、 排水の充分でない地域もある

こ とから、 市民の安心安全を守る取組も強化し ていかなければな り ません。

　 さ らに、 限り ある資源を有効に活用し、 将来にわたって維持し てい く ために、 公共施設

の再編成 ・計画的な施設の維持更新は重要な課題であ り、 ト ライアル事業である学校給食

センターの統合、 保健センター ・福祉センターの機能を統合し た新保健福祉施設の整備や

第２期行動計画の策定などに取り組んでいきます。

　以上のよ う に、 平成 ２ ９ 年度は、 人口減少社会の到来とい うかつてない社会の変化を的

確にと らえ、 将来にわたって活力ある龍ケ崎市を形成するため、 歩みを強めてい く 年であ

り ます。

　 さ まざまな取組の実現には、 健全な財政運営と財源の確保が必要であ り、 「龍ケ崎市財

政運営の基本指針等に関する条例」 に基づ く 財政健全化の取組も引き続き進めていかなけ

ればな り ません。

　施策の実現 ・ 課題の解決のためには、 職員の皆さんの実行力と事業の実施の裏付けと な

る予算が必要です。 目標達成のために何が必要なのか精査し、 市民の方からいただいた税

金その他の財源を有効に活用できるよ う創意工夫を し ていただきたいと思います。

　最後に、 行政のプロと し ての自覚と責任のも と、 日々の業務に邁進されている職員の皆

さんに敬意を表し ます。 また、 休日返上での臨機の対応等についても感謝申し上げます。

このよ う な取組の積み重ねによ って本市の今日が担われ、 明日が切り開かれる こ とは間違

いあ り ません。 ワークライフバランスに留意のう え、 健康での活躍を祈念いた し ます。
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